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○申込み・問合せ　　社会福祉課　社会福祉グループ　　☎２３－７０３０

応募資格
高萩市に住所を有する 20 歳以上の人で、福祉・保健分野などの地域福祉に関する知識、経験、
関心のある人

募集人数
　　　　・任　期：３年
２名　　・会議数：今年度中に４回（予定）
　　　　・報償費：１回につき 3,000 円支給

応募方法
応募用紙に応募の理由を 400 字以内にまとめたものと、住所・氏名・生年月日・電話番号等を明
記し、社会福祉課まで郵送、メールまたは直接お持ちになり提出してください。
　※応募用紙は、ホームページからのダウンロード又は社会福祉課にてお渡しします。

応募締切 平成 28 年９月 30 日（金）　※郵送の場合は必着

選 考 等 応募理由により選考を行い、結果は 10 月上旬に応募者全員に通知します。

「高萩市地域福祉計画」策定委員を募集します！
高萩市地域福祉計画は、住み慣れた地域で皆さんが安心してその人らしい心豊かな生活を送り続けること

ができるまちづくりを目指し、市民、福祉関係機関や団体、行政などが共に助け合い支え合う仕組みを考え進
めていくものです。

計画策定にあたり、より幅広い意見を反映させるために、高萩市地域福祉計画策定委員を次のとおり募集
します。

○問合せ　　環境衛生課　環境衛生グループ　　　　　　　　☎２３－７０３１　　　　　
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター　　☎０２９－３０６－９０８６

受付時間 毎月第２火曜日　13 時から 14 時まで

受付場所 高萩市役所仮設庁舎　Ｄ棟１階　環境衛生課（高萩市春日町３－10－16）

検査料金
水質検査 13 項目 5,000 円（税込）
　※通常 8,100 円のところ、本市と検査センターとの協定により割安で検査できます。

検査機関 一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター（水戸市笠原町 978－47）

そ の 他
・水質検査には、専用の容器が必要です。必ず事前に環境衛生課に取りに来てください。
・採水方法等について不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

各家庭の井戸水は、井戸の設置者が自己責任により管理するものです。井戸水を使用している人には、安
全性を確認するため年１回、大腸菌など 13 項目の水質検査をおすすめしています。

以下のとおり、水質検査を受け付けていますので、井戸水を使用している人はご利用ください。

ご家庭の井戸水は大丈夫ですか？
～井戸水を利用している皆様へ～
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眠っているランドセルをリサイクルしませんか？
～アフガニスタンの子供たちへランドセルを送ります～

○問合せ　　教育総務課　教育総務グループ　　☎２３－１１３１

受付窓口 教育委員会　教育総務課（高萩市本町１－ 208）

受付期間
～９月 30 日（金）まで　　
　※土・日・祝日を除く８：30 ～ 17：15

そ の 他

・ランドセルの色、メーカー、種類等は問いません。ただし豚革製のランドセルは除きます。
・傷や汚れのない綺麗なランドセルでなくても構いませんが、アフガニスタンの子供たちが数年使
うことから、次のようなランドセルはご遠慮ください。
（例）肩ベルトに切れてしまいそうなヒビが入っている

皮の劣化等により、少しの摩擦で表面がはがれ落ちてしまう
金具が破損してしまっていて、バックルがきちんと閉まらない

ランドセルは、小学校６年間の思い出がたくさん詰まった物ですので、使わなくなったからといっても気
持ちが入り、捨てるには忍びない物だと思います。「子どもが成長し使わなくなった」、「整理したいが捨てる
に捨てられない」、そんなランドセルを高萩市からアフガニスタンへ送り、再び就学に役立ててもらうものです。
「思い出がたくさん詰まった大切なランドセル」をぜひお譲りください。

「プロムナードフェスタ（フリーマーケット）2016」出店者募集

○問合せ　　高萩市商工会　　☎２２－２５０１

開催日時
平成 28 年 10 月 15 日（土） 
９：30 ～ 14：00 （当日受付午前８時 45 分～ )

場　　所 高萩駅前イトーヨーカドー跡地

出 店 料
1,000 円（１区画５ｍ×５ｍ：車を乗り入れて販売可能 )
※募集区画に到達次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。

申込み先
参加申込書にご記入いただき、出店料を添えてお申込みください。
・緑屋時計店　　　　　大和町２－29　TEL　22 － 2778（木曜定休）
・高萩市商工会青年部　下手綱 2000　 TEL　22 － 2501（土日祝日定休）

注意事項

・会場内の事故防止のため、出店者の車両は 14 時まで移動できません。( 厳守 )
・会場の都合上、極端に車高を下げた車両は入場出来ない場合がございます。
・地面は凹凸があるためイス等のご用意をおすすめします。
・食料品、刃物、コピー品等法律で禁止されているものは販売出来ません。

高萩市商工会青年部は、10 月 15 日（土）に開催する「高萩まちなか大パーティー 2016」でのプロムナー
ドフェスタ（フリーマーケット）出店者を募集しています。ぜひお申込みください。

高齢者向け　悪質商法・詐欺被害防止キャンペーン

○相談・問合せ　　高萩市消費生活センター　　☎２３－２１１４

９月を被害防止キャンペーン月間と定め、県と市町村が連携して啓発活動を実施します。注文していない
商品が勝手に送られてきて代金を請求される「送りつけ商法」や、市役所など公的機関の職員を名乗り、医療
費等の還付金手続きのために ATM へ誘導して送金させる「還付金詐欺」など、高齢者を狙った悪質商法や詐
欺に注意しましょう。困ったときは、消費生活センタ－（高萩市役所仮設庁舎Ｃ棟１階）へお気軽にご相談く
ださい。
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○問合せ　　環境衛生課　環境衛生グループ　　☎２３－７０３１

○問合せ　　日立年金事務所　　☎０２９４－２４－２１９３

日立年金事務所での常設年金相談のお知らせ

９月20日から26日までは「動物愛護週間」です

予約方法
・相談希望日１ヶ月前から電話又は年金相談窓口で受けています。
・予約の際、相談者及び配偶者氏名、基礎年金番号、電話番号、相談内容等を確認します。

相談時間
［平日］　月曜日～金曜日　８：30 から 16：00 まで
［休日］　毎月第二土曜日　９：30 から 14：30 まで
　※予約状況によりご希望の日時を調整させていただく場合があります。

申 込 先
日立年金事務所　８：30 ～ 17：00　（※土・日・祝日、12 月 29 日～１月３日を除く）
　［住所］日立市幸町２－10－22　　［電話］0294－24－2193

そ の 他

◆年金相談にお越しの際は、年金手帳 ( 基礎年金番号通知書 )、年金証書、振込通知書などの他、
　相談者本人であることを確認できるものをご持参ください。
　　※代理の方がご相談に来られる際には、委任状が必要になります。
　　※ご都合により来所できない場合は、事前にご連絡をお願いします。
◆年金事務所では、毎月１回高萩市総合福祉センターにて出張相談を行っています。
　詳しくは、市報たかはぎの「無料の法律相談」欄をご覧ください。

飼い主は、回りに迷惑や危害を及ばさない「心くばり」と「しつけ」をしなくてはなりません。
ご近所の人すべてが、犬・猫を好きとは限りません。皆さんに理解を得られるよう、責任をもって飼いま 

しょう。

◆排泄のしつけをしましょう！
散歩中、「ふん」をしたときは、必ず持ち帰りましょう。

◆犬や猫を放し飼いにしないで！
散歩のときも、リード（引き綱）は必ずつけましょう。猫は室
内で飼うよう努めましょう。

◆犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です！
「鑑札・注射済票」は迷子札になりますので、必ず首輪などに装
着しましょう。

◆犬・猫を捨てないで！
子犬、子猫は飼っていただける方を探しましょう。
生まれる命に責任が持てないのであれば、飼い主の責任で避妊・
去勢手術を受けましょう。

◆鳴き声・悪臭にご用心！
むだぼえしないようにしつけましょう。飼っている場所を清潔
に心がけましょう。

◆のら犬・のら猫にエサだけ与えている人へ！
飼うなら責任をもって、他の人への迷惑をかけないよう正しく
飼いましょう。
無責任な飼い方は犬・猫を不幸にしてしまいます。

◆犬や猫などの相談や困りごとは「茨城県動物指導センター」まで！
［住所］〒309－1606　　笠間市日沢 47
［電話］0296－72－1200　［FAX］0296－72－2271
［ホームページ］http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/dobutsu/
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９月は「交通安全運動の強化月間」です！！

期間限定レストラン　高萩「萩の茶屋」９月17日オープン！

○問合せ　　総務課　総務グループ　　☎２３－２１１９

○問合せ　　企画広報課　企画グループ　　☎２３－２１１８

これまで県内で発生した交通死亡事故のうち、その約５割が 65 歳以上の高齢者の方です。また、高齢者
の運転による死亡事故が約３割になります。

車両の運転者と歩行者の両方が、しっかりと交通ルールとマナーを守って交通事故を未然に防ぎましょう。

常陸牛を使ったステーキやハンバーグなど味わい豊かなランチを提供する「萩の茶屋」がオープンします。
今年は、茨城県北６市町を舞台に開催する「茨城県北芸術祭」の展示会場の一つに穂積家住宅が選ばれており、
現代アートに囲まれながら食事を楽しむことができます。ぜひお越しください。

　（１）高齢者の交通事故防止強調運動［期間：９月１日から９月20日まで］

　（２）秋の全国交通安全運動　～光ってる　あなたのマナーと反射材～
� ［期間：９月21日から９月30日まで］　

営業期間 平成 28 年９月 17 日（土）～ 12 月４日（日）

営業時間
10時～16時（ランチは11時～14時45分まで）
月曜日休み（祝日の場合は翌日）

場　　所 県指定有形文化財「穂積家住宅」

そ の 他
・座席数 100 席（予約可能）
・店直通：0293－22－3910（９/17 から）

高齢者の方へ
◆安全の確認　

道路を横断する時は、見通しのよい場所を横断し、近づく車が見えたら通りすぎるのを待って、無理な
横断はやめましょう。また、道路を横断するときは手を上げて、渡りながらも左右の安全を確認しましょう。

◆反射材等の活用　
夜間の外出時には、自分の存在を知らせる明るい目立つ色の服装や車のライトを反射する夜光反射材の
活用を心がけましょう。

運転者の方へ
◆高齢者に対する思いやりのある運転

歩行者を見つけたら、徐行するなど、歩行者の立場に立ったやさしい運転を心がけましょう。
◆早めのライトの点灯と上向き・下向きのこまめな切替え

歩行者や自転車を早めに発見することで交通事故を防止しましょう。

◆夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底。

◆後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
乗車した人を守る大事な命綱です。

◆飲酒運転の根絶
飲酒運転は重大事故に直結する重大な犯罪です。
二日酔いも飲酒運転となるので、翌日の運転があるときは飲酒量や飲酒時間に気をつけましょう。

◆横断歩行者の優先・保護
運転者は、横断歩道等を横断しようとしている歩行者がいるときは必ず停止しましょう。
歩行者は手を上げて、横断する意思表示をして、車両が完全に止まってから渡りましょう。
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